
大和都市計画地区計画の決定（宇陀市決定） （案） 

 

大和都市計画大宇陀野依地区地区計画を次のように決定する。 

 

名 称 大宇陀野依地区地区計画 

位 置 宇陀市大宇陀野依の一部 

区 域 計画平面図 表示のとおり 

面 積 約２．６ha 

地区計画の目標 

本地区は、県道高塚野依線、市道野依篠楽線及び市道春日野依線に接

し、国道１６６号及び国道３７０号に近接する広域交通の利便性が高

い地区であり、宇陀市都市計画マスタープランにおいて、都市活力向

上の維持・向上のための産業基盤整備や新規産業の誘導に向けた受け

皿の確保等を目指した産業ゾーンに位置付けられている。このことか

ら、沿道の無秩序な街区の形成を防止し、周辺の自然環境・住環境と

の調和に配慮しつつ、工場・研究等の産業機能の立地を誘導する。ま

たそれに伴い、大宇陀野依地区内で従事するものが居住するための共

同住宅等を立地し、職住近接による地域経済の活性化と雇用の創出・

定着に寄与する地区の形成を図る。 

区
域
の
整
備

・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る

方
針 土地利用の

方針 

周辺の自然環境・住環境との調和に配慮しつつ、交通利便性を活かし

た産業ゾーンとして、工場等を主とした土地利用を図る。 

建築物等の

整備の方針 

雇用の創出と地域経済の活性化に寄与する産業の立地と適正な土地利

用を誘導し、周辺環境と調和した良好な街区の形成を図るため、建築

物等の用途、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、敷地面積の最低

限度、壁面の位置の制限、建築物の高さ制限、建築物の高さの最高限

度、垣又はさくの構造に関し制限を定める。 
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建築物等の用途の

制限 

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。た

だし、建築基準法別表第２（る）項第２号に規定する危険物

の貯蔵又は処理に供するもの及び廃棄物の処理及び清掃に関

する法律（昭和４５年法律第１３７号）に規定する一般廃棄

物又は産業廃棄物の処理業の用に供する建築物を除く。 

（１）工場（建築基準法別表第２（る）項第１号に掲げるも

のを除く。） 

（２）研究施設（日本標準産業分類大分類 E製造業に係るも

のに限る。） 

（３）倉庫 

（４）前各号の建築物に関連する事務所 

（５）前１～３号の建築物に附属する物品販売業を営む店舗

（当該地区計画区域内で製造された製品の販売を主たる目的

とする店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が１０

０㎡未満のものに限る。） 

（６）共同住宅、長屋 

（７）下宿 

（８）寄宿舎 

（９）前各号の建築物に附属するもの 

ただし、地区計画が指定された際、現に当該地区内に存する

ものについては、敷地用途の変更を行わない場合はこの限り

ではない。 

建築物の容積率の

最高限度 
２００％ 

建築物の建蔽率の

最高限度 
６０％ 

建築物の敷地面積

の最低限度 

５００㎡ 

ただし、地区計画が指定された際、現に当該地区内に存する

ものについてはこの限りではない。 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣

地境界線までの距離は、1ｍ以上とする。 

ただし、地区計画が指定された際、現に当該地区内に存する

ものについてはこの限りではない。 

建築物の高さの最

高限度 
地盤面より１５ｍ 
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垣又はさくの 

構造の制限 

敷地内に設置する垣、柵の構造は、高さ（宅地地盤面からの

高さ）１．８m以下の生垣（生垣を支える宅地地盤面からの

高さ０．６m以下のブロック積擁壁を含む。）、木竹製塀（柱

等は木竹製以外のものでもよい。）、透視可能な鉄柵又はフェ

ンスとする。 

建築物等の形態・

意匠の制限 

建築物の外壁若しくはこれに代わる柱並びに屋根及び工作物

等の色彩は、原色を避け、自然環境と調和した落ち着いた色 

調とする。 

屋外広告物は、地区の良好な景観に配慮したものとし、ネオ

ン管及び電光掲示板は使用しないこと。 

土地の利用に関する事項 

予定建築物が騒音、振動等により周辺に環境悪化をもたらす

おそれがある場合は境界線沿いに緩衝緑地を配置し、周辺環

境への影響に配慮する。 

 

 


